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「生活者としての外国人」に対する 
日本語教育の標準的なカリキュラム案とは？ 
 

           －５点セット早分かり！－ 

 

 平成26年度文化庁日本語教育研究協議会（大阪） 
 「生活者としての外国人」のための日本語教育ワークショップ 

 第一分科会 

  よねせ はるこ 

 米勢治子（東海日本語ネットワーク） 
  pxl03143@nifty.com 

  

分科会１の参加者はこんな人 
 
１．自治体等の日本語教育担当職員･嘱託職員 
  として仕事をしている 
２．日本語ボランティアとして活動している 
３．日本語教師として仕事をしている 
４．その他 
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分科会１の参加者はこんな人 
 
・カリキュラム案についてほとんど知らない 
 カリキュラム案について知りたい 
・いいものだったら、活用したい 
 でも、なにをどう活用したらいいかわからない 
 

文化審議会国語分科会に 
日本語教育小委員会が設置されて、 
「カリキュラム案」の検討が始まったのは、 

なぜ？ 
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   背景①：外国人登録者数の推移 
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※法務省調べ（各年末現在） 

平成19年7月 

定住外国人の増加を受け，
文化審議会国語分科会に
日本語教育小委員会を設置 

     背景②：国内における日本語教育の現状 
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※ 文化庁調べ（各年11月1日現在） 

平成19年7月 

 定住外国人の増加を受け， 

 文化審議会国語分科会に 

 日本語教育小委員会を設置 
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○平成20年1月 
 【報告書】  「今後検討すべき日本語教育の課題」 
 

  ⇒地域社会の一員として外国人が社会参加するのに必要な日本語  
   学習の支援で，以下の３点について早急に検討が必要 
 

  ① 内容の改善 ② 体制の整備 ③ 連携協力の推進 
 
○平成21年１月 
 【報告書】 
   「日本語教育の充実に向けた体制整備と「生活者としての外国人」に 

  対する日本語教育の内容等の検討」 
   

  ⇒以下の四点についてまとめ 
   

  ① 体制整備⇒国・都道府県・市町村の役割分担 

  ② 各機関の連携協力の在り方 

  ③ コーディネート機関・人材の必要性 

  ④ 日本語教育の内容の大枠  

    文化審議会国語分科会日本語教育小委員会 

③「生活者としての外 

国人」に対する日本語 

教育の教材例集 

 
・生活の基盤形成・社会
参加につなげる日本語
教育の教材を例示。 

・各地域で工夫を加え，
外国人の地域社会への
参加につなげるための
アイデアを指導ノートに
記載。 

⑤「生活者としての
外国人」に対する日
本語教育の指導力
評価について 
 

・日本語教育プログラ
ムの実践者がPDCA

サイクルに基づいて，
自らの指導力を評価す
るチェックシートをはじ
めとする指導力向上の
ための日本語指導力
ポートフォリオを提示。 

④「生活者としての外
国人」に対する日本語
教育における日本語
能力評価について 

 
・日本語教育の実践と関
連付けた評価の在り方
について提案。日本語
能力の把握を行う方法
と学習履歴・能力を記録
するファイルを提示した
もの。 

①「生活者としての外国
人」に対する日本語教
育の標準的なカリキュラ
ム案について 
 

・「知る」ではなく「できるよ
うになる」ことが期待され
る生活上の行為を提示。 

・各地域が地域の実情に
合わせて，独自のプログラ
ムを作るための案。 

 

 

 

②「生活者としての外
国人」に対する日本語
教育の標準的なカリ
キュラム案について 
活用のためのガイド
ブック 
 

・地域の実情把握からプ
ログラム開発・実践まで，
カリキュラム案に準拠し，
地域の日本語教育の展
開する上で必要な手順
を提示。 
 

H22.5.19 H23.1.25 H24.1.31 H24.1.31 H25.2.18 

【検討１】   「生活者としての外国人」に対する日本語教育の標準的な内容・方法の検討  

平成19年7月 定住外国人の増加を受け，文化審議会国語分科会に日本語教育小委員会を設置。 

平成21年1月 【報告書】「日本語教育の充実に向けた体制整備と「生活者としての外国人」に対する日本語教育の内容等の検討」 
 ①体制整備⇒国・都道府県・市町村の役割分担，②各機関の連携協力の在り方，③コーディネート機関・人材の必要性，④日本語  

 教育の内容の大枠の提示  ※④に基づき，「生活者としての外国人」に対する日本語教育の標準的な内容・方法について検討。 

各地域において，上記成果物を活用して各地域の実情に応じた日本語教育を展開し，日本語教育を通じて，外国人が地域社会と
つながり，外国人の社会参加（エンパワメント）・多文化共生社会につながることを期待。 

・「外国人が地域で生活できるようになり，社会参加できる」ようになるために必要な日本語教育の考え方，各地での工夫・応用の
仕方を以下の具体物を通して提示。 

・日本語教育小委員会に「課題整理に関するワーキンググループ」を設置し，日本語教育に関する課題の洗い出し，整理を実施。 

 平成25年2月18日に「日本語教育の推進に向けた基本的な考え方と論点の整理について（報告）」を取りまとめ。  

    日本語教育の内容・方法の改善における成果物 

【検討２】   日本語教育に関する課題の検討  
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 「カリキュラム案」は 
    どのようにつくられてきたの？ 
  
  5点セットって？ 

ハンドブック p.3-4 

１．指導者、コーディネーター、協力者 

 

２．生活上の行為 

 

３．能力記述（can-do-statement） 
 

４．行動・体験中心の教室活動 

 

５．ＰＤＣＡサイクル 

    ５点セットに出てくることば 
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    「生活者としての外国人」とは？ 

  
「生活者としての外国人」ってだ～れ？ 
 
   ○日本に居住する外国人の生活の側面に 
    焦点を当てる言葉 
 
   ○「だれもが持っている「生活」という側面に 
    着目して、日本で日常的な生活を営むすべ 
    ての外国人を指すもの 

ハンドブック p.6 

 
 言語・文化の相互尊重を前提としながら， 
 

  「生活者としての外国人」が日本語で 
 

   意思疎通を図り生活できるようになること 
 

●「生活者としての外国人」に対する 
  日本語教育の目的   

    カリキュラム案 （p.2） ハンドブック p.5 
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日本語を使って… 
 

 ①健康かつ安全に 
 ②自立した 
 ③相互理解を図り，社会の一員として 
 ④文化的な 
 

            生活をおくることができる 

●「生活者としての外国人」に対する 
  日本語教育の目標 

    カリキュラム案 （p.2） 

ようにすること 

ハンドブック p.5 

 
 

 
 

 
 

 

 

【内容】 

「生活者としての外国
人」に対する日本語教育
の内容として 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

指導力評価 

◎実践の振り返り・
点検・改善から，実
践者のコミュニティ
の形成へ 

【内容】 

 日本語教育プログラム
の実践をＰＤＣＡサイク
ルの観点から振り返る
ための資料として 

指 導 者 に つ い て 

教室活動のデザインと参加 

行動・体験中心の教室活動への参加に
よる日本語学習，相互理解 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

【内容】 
カリキュラム案の内容を地
域や外国人の状況に合わ
せて実施するときのポイン
トとして 

 

ガイドブック 

◎カリキュラム案の内
容を地域や外国人の状
況に合わせるときのポ
イントの解説 

 
 

 
 

 

 

 

【内容】 

 カリキュラム案で取り上
げている生活上の行為を
取り上げ，行動・体験中
心の教室活動で用いる教
材を例示しています（教
室活動の展開や工夫の
仕方を説明した指導ノー
ト付き）。 

 

教材例集 

◎行動・体験中心の教
材の例示 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

【内容】 
 学習者の自己評価に加
えて，日本語能力を把握
する方法と，学習成果を
記録し蓄積するファイル
である日本語学習ポート
フォリオを提示しています。 

 

能力評価 

◎振り返りの方法と
ポートフォリオの提示
～やったことを確認し
て記録する 

教 室 活 動 の 内 容 に つ い て 学 習 者 に つ い て  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

カリキュラム案 

◎教室活動で取り上
げる内容を考える材
料の提示 

参加 

５点セットの全体像 ハンドブック p.7-8 

○「生活者としての外国人」に対する日本語教育の目的・目標に基づき，以下を作成。 
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③「生活者としての外 

国人」に対する日本語 

教育の教材例集 

 
・生活の基盤形成・社会
参加につなげる日本語
教育の教材を例示。 

・各地域で工夫を加え，
外国人の地域社会への
参加につなげるための
アイデアを指導ノートに
記載。 

⑤「生活者としての
外国人」に対する日
本語教育の指導力
評価について 
 

・日本語教育プログラ
ムの実践者がPDCA

サイクルに基づいて，
自らの指導力を評価す
るチェックシートをはじ
めとする指導力向上の
ための日本語指導力
ポートフォリオを提示。 

④「生活者としての外
国人」に対する日本語
教育における日本語
能力評価について 

 
・日本語教育の実践と関
連付けた評価の在り方
について提案。日本語
能力の把握を行う方法
と学習履歴・能力を記録
するファイルを提示した
もの。 

①「生活者としての外国
人」に対する日本語教
育の標準的なカリキュラ
ム案について 
 

・「知る」ではなく「できるよ
うになる」ことが期待され
る生活上の行為を提示。 

・各地域が地域の実情に
合わせて，独自のプログラ
ムを作るための案。 

 

 

 

②「生活者としての外
国人」に対する日本語
教育の標準的なカリ
キュラム案について 
活用のためのガイド
ブック 
 

・地域の実情把握からプ
ログラム開発・実践まで，
カリキュラム案に準拠し，
地域の日本語教育の展
開する上で必要な手順
を提示。 
 

H22.5.19 H23.1.25 H24.1.31 H24.1.31 H25.2.18 

【検討１】   「生活者としての外国人」に対する日本語教育の標準的な内容・方法の検討  

平成19年7月 定住外国人の増加を受け，文化審議会国語分科会に日本語教育小委員会を設置。 

平成21年1月 【報告書】「日本語教育の充実に向けた体制整備と「生活者としての外国人」に対する日本語教育の内容等の検討」 
 ①体制整備⇒国・都道府県・市町村の役割分担，②各機関の連携協力の在り方，③コーディネート機関・人材の必要性，④日本語  

 教育の内容の大枠の提示  ※④に基づき，「生活者としての外国人」に対する日本語教育の標準的な内容・方法について検討。 

各地域において，上記成果物を活用して各地域の実情に応じた日本語教育を展開し，日本語教育を通じて，外国人が地域社会と
つながり，外国人の社会参加（エンパワメント）・多文化共生社会につながることを期待。 

・「外国人が地域で生活できるようになり，社会参加できる」ようになるために必要な日本語教育の考え方，各地での工夫・応用の
仕方を以下の具体物を通して提示。 

・日本語教育小委員会に「課題整理に関するワーキンググループ」を設置し，日本語教育に関する課題の洗い出し，整理を実施。 

 平成25年2月18日に「日本語教育の推進に向けた基本的な考え方と論点の整理について（報告）」を取りまとめ。  

    日本語教育の内容・方法の改善における成果物 

【検討２】   日本語教育に関する課題の検討  

「カリキュラム案」は、 
    誰のために、 
      何のために、 
          作られたの？ 
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   カリキュラム案とは・・・ 
 

 ○一義的には、各都道府県、市区町村における 

     日本語教育担当者及びコーディネーター的役割を 

  果たす人が活用する 

 

 ○「知る」ではなく、「できるようになる」ことが 

   期待される生活上の行為をリストアップ 

  

 〇各地域が地域の実情に合わせて、 

   独自のプログラムを作るためのもの 

    カリキュラム案① 

Ⅰ 健康・安全に暮らす ・健康を保つ ・安全を守る 

Ⅱ 住居を確保・維持する ・住居を確保する ・住環境を整える 

Ⅲ 消費活動を行う  ・物品購入 ・サービスを利用 ・お金を管理する 

Ⅳ 目的地に移動する ・公共交通機関を利用 ・自力で移動する 

Ⅶ 人とかかわる  ・他社との関係を円滑にする 

Ⅷ 社会の一員となる ・地域・社会のルールを守る ・地域社会に参加 

Ⅸ 自身を豊かにする ・余暇を楽しむ 

Ⅹ 情報を収集する・発信する  ・通信する ・マスメディアを利用する 

Ⅴ 子育て・教育を行う ・子どもに教育を受けさせる 

Ⅵ 働く     ・仕事を探す ・仕事をする ・仕事に役に立つ能力を高める 

カリキュラム案の資料編
（p.120～）にはⅤ,Ⅵに
ついても生活上の行為
の一覧が載っている 

    カリキュラム案② （p.12,13） ハンドブック p.9 

●カリキュラム案で扱う生活上の行為 
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 ④ 発話の「機能」 

 ⑤ 「文法」 

 ⑥ 「語彙」 

 ⑦ 「４技能」 

 ① 具体的な達成目標である「能力記述」 

 ② 生活上の行為を行う「場面」 

 ③ 日本語での「やり取りの例」 

それぞれの生活上の行為について，より具体的にイメー
ジしやすいように，対応する学習項目の要素として 

    カリキュラム案③ （p.14～98） 

  さらに「やり取りの例」に含まれる    
 

を記述。 

   

ハンドブック p.9 

●能力記述とは？ 

  それぞれの生活上の行為の事例について， 

  日本語でできるようになるために必要な 

  具体的な行動達成目標のこと。 

  その内容を「～できる」という形式で示しています。 

（「can-do-statement」の訳として用いています） 

    カリキュラム案④ ハンドブック p.3 

例えば，「警察（１１０番）に電話する」の能力記述は， 

 １）「住所や電話番号などを伝えることができる」  

 ２）「起こったことを順序立てて説明ができる」 
 ３）「警察官の質問や指示を理解し，適切な受け答 

   えができる」など挙げています。 
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③「生活者としての外 

国人」に対する日本語 

教育の教材例集 

 
・生活の基盤形成・社会
参加につなげる日本語
教育の教材を例示。 

・各地域で工夫を加え，
外国人の地域社会への
参加につなげるための
アイデアを指導ノートに
記載。 

⑤「生活者としての
外国人」に対する日
本語教育の指導力
評価について 
 

・日本語教育プログラ
ムの実践者がPDCA

サイクルに基づいて，
自らの指導力を評価す
るチェックシートをはじ
めとする指導力向上の
ための日本語指導力
ポートフォリオを提示。 

④「生活者としての外
国人」に対する日本語
教育における日本語
能力評価について 

 
・日本語教育の実践と関
連付けた評価の在り方
について提案。日本語
能力の把握を行う方法
と学習履歴・能力を記録
するファイルを提示した
もの。 

①「生活者としての外国
人」に対する日本語教
育の標準的なカリキュラ
ム案について 
 

・「知る」ではなく「できるよ
うになる」ことが期待され
る生活上の行為を提示。 

・各地域が地域の実情に
合わせて，独自のプログラ
ムを作るための案。 

 

 

 

②「生活者としての外
国人」に対する日本語
教育の標準的なカリ
キュラム案について 
活用のためのガイド
ブック 
 

・地域の実情把握からプ
ログラム開発・実践まで，
カリキュラム案に準拠し，
地域の日本語教育の展
開する上で必要な手順
を提示。 
 

H22.5.19 H23.1.25 H24.1.31 H24.1.31 H25.2.18 

【検討１】   「生活者としての外国人」に対する日本語教育の標準的な内容・方法の検討  

平成19年7月 定住外国人の増加を受け，文化審議会国語分科会に日本語教育小委員会を設置。 

平成21年1月 【報告書】「日本語教育の充実に向けた体制整備と「生活者としての外国人」に対する日本語教育の内容等の検討」 
 ①体制整備⇒国・都道府県・市町村の役割分担，②各機関の連携協力の在り方，③コーディネート機関・人材の必要性，④日本語  

 教育の内容の大枠の提示  ※④に基づき，「生活者としての外国人」に対する日本語教育の標準的な内容・方法について検討。 

各地域において，上記成果物を活用して各地域の実情に応じた日本語教育を展開し，日本語教育を通じて，外国人が地域社会と
つながり，外国人の社会参加（エンパワメント）・多文化共生社会につながることを期待。 

・「外国人が地域で生活できるようになり，社会参加できる」ようになるために必要な日本語教育の考え方，各地での工夫・応用の
仕方を以下の具体物を通して提示。 

・日本語教育小委員会に「課題整理に関するワーキンググループ」を設置し，日本語教育に関する課題の洗い出し，整理を実施。 

 平成25年2月18日に「日本語教育の推進に向けた基本的な考え方と論点の整理について（報告）」を取りまとめ。  

    日本語教育の内容・方法の改善における成果物 

【検討２】   日本語教育に関する課題の検討  

「ガイドブック」は、 
      何のために作られたの？ 
 
  特に“使える”部分は？ 
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  ガイドブックとは・・・ 
 

   〇カリキュラム案を基にして、 
   地域の実情や外国人の状況に応じた 
   日本語教育プログラムを作成する際の 
   考え方、作成手順、その中で用いる 
   教室活動の方法を解説したもの 
 

    ガイドブック① ハンドブック p.11 

    ガイドブック② （p.7） 

（１）対象とする学習者の属性や数の把握 
（２）生活課題の把握 

（３）地域のリソースの把握 

（１）日本語教室の目的を設定 

（２）学習者のニーズ，地域のリ 

ソースに基づいた教室の設置 

①地域課題，域内の外国人の状
況 に対応した日本語教室の設置 
②行政・関係機関との連絡調整 

（１）学習内容について検討 

（２）学習順序について検討 

（３）学習時間について検討 

（４）指導者・協力者について検討 

（５）教室活動について検討 

 ①行動・体験中心の活動について検討 
 ②教材について検討 
 ③評価について検討 

相互作用 

【日本語教育プログラム作成手順】 

各地域の実情
に応じた日本語
教育の実施 

プログラム
の見直し 

２．日本語教室
の目的や設置
場所等につい
ての検討 

３．具体的な日
本語教育プロ
グラムの作成 

はじめに… 

１．域内の外国人の
状況・ニーズ，地域
のリソース等の把握 

ハンドブック p.11 
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●プログラム作成のポイント 

① 地域・学習者に応じた教育内容の選択と工夫 

② 行動・体験中心の活動 

③ 専門家・地域住民との協働 

④ 対話による相互理解の促進 

    ガイドブック③ （p.2～4） 

・実際に人とつながり，言葉の壁によって発揮できていなかった
自分らしさや力を取り戻したり，発揮できたりするようになること，
そして，社会の一員として自立し，社会生活のあらゆる領域に
参画すること＝「エンパワーメント」を実現することが重要。 
・日本語の学習は飽くまでも手段であり，それを日本語教育の
最終目標とはしない。 

ハンドブック p.12 

●ガイドブックのここを使ってほしい！ 

 

 ○学習者に合わせた日本語教育を行いたい 

    

       ニーズの把握 

  ・何ができるようになりたいか。 

  ・何ができるようになるといいか。 

 
  

 ○生活上の行為の多言語版リスト 

   （英，中，韓，西，葡）☞ガイドブックp.53～65 

   （＋18言語＋ルビふり日本語版）☞ウェブページ 
 

    ガイドブック④ ハンドブック p.12 
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③「生活者としての外 

国人」に対する日本語 

教育の教材例集 

 
・生活の基盤形成・社会
参加につなげる日本語
教育の教材を例示。 

・各地域で工夫を加え，
外国人の地域社会への
参加につなげるための
アイデアを指導ノートに
記載。 

⑤「生活者としての
外国人」に対する日
本語教育の指導力
評価について 
 

・日本語教育プログラ
ムの実践者がPDCA

サイクルに基づいて，
自らの指導力を評価す
るチェックシートをはじ
めとする指導力向上の
ための日本語指導力
ポートフォリオを提示。 

④「生活者としての外
国人」に対する日本語
教育における日本語
能力評価について 

 
・日本語教育の実践と関
連付けた評価の在り方
について提案。日本語
能力の把握を行う方法
と学習履歴・能力を記録
するファイルを提示した
もの。 

①「生活者としての外国
人」に対する日本語教
育の標準的なカリキュラ
ム案について 
 

・「知る」ではなく「できるよ
うになる」ことが期待され
る生活上の行為を提示。 

・各地域が地域の実情に
合わせて，独自のプログラ
ムを作るための案。 

 

 

 

②「生活者としての外
国人」に対する日本語
教育の標準的なカリ
キュラム案について 
活用のためのガイド
ブック 
 

・地域の実情把握からプ
ログラム開発・実践まで，
カリキュラム案に準拠し，
地域の日本語教育の展
開する上で必要な手順
を提示。 
 

H22.5.19 H23.1.25 H24.1.31 H24.1.31 H25.2.18 

【検討１】   「生活者としての外国人」に対する日本語教育の標準的な内容・方法の検討  

平成19年7月 定住外国人の増加を受け，文化審議会国語分科会に日本語教育小委員会を設置。 

平成21年1月 【報告書】「日本語教育の充実に向けた体制整備と「生活者としての外国人」に対する日本語教育の内容等の検討」 
 ①体制整備⇒国・都道府県・市町村の役割分担，②各機関の連携協力の在り方，③コーディネート機関・人材の必要性，④日本語  

 教育の内容の大枠の提示  ※④に基づき，「生活者としての外国人」に対する日本語教育の標準的な内容・方法について検討。 

各地域において，上記成果物を活用して各地域の実情に応じた日本語教育を展開し，日本語教育を通じて，外国人が地域社会と
つながり，外国人の社会参加（エンパワメント）・多文化共生社会につながることを期待。 

・「外国人が地域で生活できるようになり，社会参加できる」ようになるために必要な日本語教育の考え方，各地での工夫・応用の
仕方を以下の具体物を通して提示。 

・日本語教育小委員会に「課題整理に関するワーキンググループ」を設置し，日本語教育に関する課題の洗い出し，整理を実施。 

 平成25年2月18日に「日本語教育の推進に向けた基本的な考え方と論点の整理について（報告）」を取りまとめ。  

【検討２】   日本語教育に関する課題の検討  

    日本語教育の内容・方法の改善における成果物 

 「カリキュラム案」の 
  生活上の行為の事例を使って 
   学習者のニーズを把握したら、 
  何を使って教えればいいの？ 
 
 「教材例集」は、テキスト？ 
     これを使って教えればいいの？ 
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  ●教材例集とは・・・ 
 

   〇日本語を用いて生活上の行為を行える 
    ようになるための、行動・体験中心の 
    教室活動で用いる教材の例示 
 
   〇カリキュラム案から分野が偏らないように 
    生活上の行為を選択し、教材を例示 

    教材例集① （p1～5） ハンドブック p.13 

● 写真・イラストシート 

■ 活動シート 

◆ ことば・表現シート 

★ 別表，参考資料等 

指 導
ノート。 

イメージを
つかむ 

体験・行
動する 

ことばを
知る 

発展的
な活動 

    教材例集② （p.6） ハンドブック p.14 
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    教材例集③ （p.83～84） 

    

文化庁ホームページからダウンロードができます。学習
者の状況や地域の実情に合わせて，適宜，工夫や加工
を行った上で利用可能。 

☞「生活者としての外国人」のための日本語教育事業の
実施報告や教材も参考になります。 

    教材例集④ （p.85～86） 
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   行動･体験中心の教室活動 

●ガイドブック p.37～52 「活動方法の例の具体的内容」 

実体験，施設見学，シミュレーション，プロジェクトワーク，  

インタビュー・アンケート，プレゼンテーション… 

 

（１）教室活動として，「行ってみる」「やってみる」  

          「呼んでみる」「まねてみる」「見てみる」 
 

（２）そのときに，「取っておく」「撮っておく」「書いておく」 
 

（３）後で，「振り返る」 
 

→さらに，「文にする」「発表資料にまとめる」 

ハンドブック p.22 

③「生活者としての外 

国人」に対する日本語 

教育の教材例集 

 
・生活の基盤形成・社会
参加につなげる日本語
教育の教材を例示。 

・各地域で工夫を加え，
外国人の地域社会への
参加につなげるための
アイデアを指導ノートに
記載。 

⑤「生活者としての
外国人」に対する日
本語教育の指導力
評価について 
 

・日本語教育プログラ
ムの実践者がPDCA

サイクルに基づいて，
自らの指導力を評価す
るチェックシートをはじ
めとする指導力向上の
ための日本語指導力
ポートフォリオを提示。 

④「生活者としての外
国人」に対する日本語
教育における日本語
能力評価について 

 
・日本語教育の実践と関
連付けた評価の在り方
について提案。日本語
能力の把握を行う方法
と学習履歴・能力を記録
するファイルを提示した
もの。 

①「生活者としての外国
人」に対する日本語教
育の標準的なカリキュラ
ム案について 
 

・「知る」ではなく「できるよ
うになる」ことが期待され
る生活上の行為を提示。 

・各地域が地域の実情に
合わせて，独自のプログラ
ムを作るための案。 

 

 

 

②「生活者としての外
国人」に対する日本語
教育の標準的なカリ
キュラム案について 
活用のためのガイド
ブック 
 

・地域の実情把握からプ
ログラム開発・実践まで，
カリキュラム案に準拠し，
地域の日本語教育の展
開する上で必要な手順
を提示。 
 

H22.5.19 H23.1.25 H24.1.31 H24.1.31 H25.2.18 

【検討１】   「生活者としての外国人」に対する日本語教育の標準的な内容・方法の検討  

平成19年7月 定住外国人の増加を受け，文化審議会国語分科会に日本語教育小委員会を設置。 

平成21年1月 【報告書】「日本語教育の充実に向けた体制整備と「生活者としての外国人」に対する日本語教育の内容等の検討」 
 ①体制整備⇒国・都道府県・市町村の役割分担，②各機関の連携協力の在り方，③コーディネート機関・人材の必要性，④日本語  

 教育の内容の大枠の提示  ※④に基づき，「生活者としての外国人」に対する日本語教育の標準的な内容・方法について検討。 

各地域において，上記成果物を活用して各地域の実情に応じた日本語教育を展開し，日本語教育を通じて，外国人が地域社会と
つながり，外国人の社会参加（エンパワメント）・多文化共生社会につながることを期待。 

・「外国人が地域で生活できるようになり，社会参加できる」ようになるために必要な日本語教育の考え方，各地での工夫・応用の
仕方を以下の具体物を通して提示。 

・日本語教育小委員会に「課題整理に関するワーキンググループ」を設置し，日本語教育に関する課題の洗い出し，整理を実施。 

 平成25年2月18日に「日本語教育の推進に向けた基本的な考え方と論点の整理について（報告）」を取りまとめ。  

【検討２】   日本語教育に関する課題の検討  

    日本語教育の内容・方法の改善における成果物 



18 

 「日本語能力評価」は、 
    だれが、どうやってするの？ 
 
  そのメリットは？ 

 

学習者の学習動機の維持・継続的な学習支援を 

一義的な目標に， 

さらに指導者が学習者の日本語学習をより適切に
支援するために， 

「日本語学習ポートフォリオ」を開発 

    日本語能力評価① （p.14） ハンドブック p.15 

「日本語学習ポートフォリオ」とは… 

日本語学習者の履歴・能力の把握と継続的な支援
及び日本語教育プログラムの改善に資するために 

学習成果を蓄積するファイル 
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学習者 

記録 
 

振り返り 

参照 指導 

引継ぎ 

参照 
指導 

参照 支援 

日本語学習ポートフォリオと学習者・周囲の関係 

協力者（家族や地域住民） 

日本語学習 
ポートフォリオ 

１．生活上の行為達成 
  の記録 
２．学習の記録 
３．社会生活の記録 

他の支援団体 指導者Ａ 

指導者Ａ’ 

    日本語能力評価② （p.17） ハンドブック p.16 

    日本語能力評価③ （p.25～） ハンドブック p.15 
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よくできた 

学習者が,その場面で期待される最低限の目的以上のことを，
日本語母語話者等周りの人からの特別な援助や配慮なしで
達成できる状態 

できた 
その場面で期待される最低限の目的が，日本語母語話者等
周りの人からの特別な援助や配慮がなくても達成できる状態 

なんとかできた 

その場面で期待される最低限の目的が，日本語母語話者等
周りの人からの特別な援助や配慮（ゆっくり繰り返す，別の
言葉で言い換える，相手の発話を辛抱強く待つ，相手の言
いたいことを推測して確かめる，一部で相手の母語を使って
説明する，など）を受けることでどうにか達成できる状態 

もう一息 
意思疎通がうまく成立しない，またはその場面で期待される
最低限の目的も達成できたとはいえない状態 

●「生活上の行為」がどの程度達成できたかを 
    ロールプレイタスクにより評価する４水準 

    日本語能力評価④ （p.40～41） ハンドブック p.15 

 

① 学習者にとって 
  ・できるようになったことを確認する 
  ・これからの日本語学習の目標や計画を立てる 
 

② 指導者にとって 
  ・学習者と一緒に日本語学習の目標や計画を立てる 
  ・できることを確認し，教室活動を考える際の参考と
する 

 

③ 協力者（家族や地域住民）にとって 
  ・学習者が日本語でできることを確認するだけでなく、
必要な支援を知る 

    日本語能力評価③ （p.17）  

●能力評価のメリット 

ハンドブック p.15 
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③「生活者としての外 

国人」に対する日本語 

教育の教材例集 

 
・生活の基盤形成・社会
参加につなげる日本語
教育の教材を例示。 

・各地域で工夫を加え，
外国人の地域社会への
参加につなげるための
アイデアを指導ノートに
記載。 

⑤「生活者としての
外国人」に対する日
本語教育の指導力
評価について 
 

・日本語教育プログラ
ムの実践者がPDCA

サイクルに基づいて，
自らの指導力を評価す
るチェックシートをはじ
めとする指導力向上の
ための日本語指導力
ポートフォリオを提示。 

④「生活者としての外
国人」に対する日本語
教育における日本語
能力評価について 

 
・日本語教育の実践と関
連付けた評価の在り方
について提案。日本語
能力の把握を行う方法
と学習履歴・能力を記録
するファイルを提示した
もの。 

①「生活者としての外国
人」に対する日本語教
育の標準的なカリキュラ
ム案について 
 

・「知る」ではなく「できるよ
うになる」ことが期待され
る生活上の行為を提示。 

・各地域が地域の実情に
合わせて，独自のプログラ
ムを作るための案。 

 

 

 

②「生活者としての外
国人」に対する日本語
教育の標準的なカリ
キュラム案について 
活用のためのガイド
ブック 
 

・地域の実情把握からプ
ログラム開発・実践まで，
カリキュラム案に準拠し，
地域の日本語教育の展
開する上で必要な手順
を提示。 
 

H22.5.19 H23.1.25 H24.1.31 H24.1.31 H25.2.18 

【検討１】   「生活者としての外国人」に対する日本語教育の標準的な内容・方法の検討  

平成19年7月 定住外国人の増加を受け，文化審議会国語分科会に日本語教育小委員会を設置。 

平成21年1月 【報告書】「日本語教育の充実に向けた体制整備と「生活者としての外国人」に対する日本語教育の内容等の検討」 
 ①体制整備⇒国・都道府県・市町村の役割分担，②各機関の連携協力の在り方，③コーディネート機関・人材の必要性，④日本語  

 教育の内容の大枠の提示  ※④に基づき，「生活者としての外国人」に対する日本語教育の標準的な内容・方法について検討。 

各地域において，上記成果物を活用して各地域の実情に応じた日本語教育を展開し，日本語教育を通じて，外国人が地域社会と
つながり，外国人の社会参加（エンパワメント）・多文化共生社会につながることを期待。 

・「外国人が地域で生活できるようになり，社会参加できる」ようになるために必要な日本語教育の考え方，各地での工夫・応用の
仕方を以下の具体物を通して提示。 

・日本語教育小委員会に「課題整理に関するワーキンググループ」を設置し，日本語教育に関する課題の洗い出し，整理を実施。 

 平成25年2月18日に「日本語教育の推進に向けた基本的な考え方と論点の整理について（報告）」を取りまとめ。  

【検討２】   日本語教育に関する課題の検討  

    日本語教育の内容・方法の改善における成果物 

 「指導力評価」は、 

    だれが、どうやってするの？ 
 
  そのメリットは？ 
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＜目的＞ 
  「生活者としての外国人」に対する日本語教育を「カ 
 リキュラム案等」を活用して行う上で必要な能力につい 
 て評価することにより，その向上を図り，「生活者として 

 の外国人」のニーズにより一層応えうる日本語教育の 

 実現につなげる。 

    指導力評価① （p.3） 

＜評価の対象：何を評価するか＞ 
  カリキュラム案等を活用して，日本語教育プログラム  

 の企画，実施，点検，改善をＰＤＣＡサイクルに基づい 

 て行う能力。 

 
 

●指導力評価における日本語教育プログラムのＰＤＣＡサイクル 
 

Plan（企画） 
    Ⅰ 地域の状況の把握 
  Ⅱ 日本語教室の目的の設定・日本語教室の設置 
  Ⅲ 具体的な日本語教育プログラムの作成 

Do（実施） 
  Ⅳ 各地域の実情に応じた日本語教育の実施 

Check（点検） 
  Ⅴ 日本語教育プログラムの点検 

Action（改善） 
   Ⅵ 日本語教育プログラムの改善 

※ＰＤＣＡサイクルに
基づき，指導力の向
上や日本語教育プロ
グラムの改善を行い，
「生活者としての外
国人」のニーズによ
り一層応えうる日本
語教育の実現へ 

    指導力評価② （p.16） ハンドブック p.17 
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＜評価対象者＞ 
 ・地域日本語教育指導者 
 ・地域日本語教育コーディネーター 
 
＜評価者＞ 
 ・自己評価が基本 
 
＜評価の方法＞ 
 ・指導力評価に必要な項目の一覧から自らの役割とし 
  て必要な項目を選択して作成するチェックシートを用 
  いて評価。 

    指導力評価③ （p.3,4） 

実践者 

ハンドブック p.18 

Ｐｌａｎ-Ｄｏ- Ｃｈｅｃｋ-Ａｃｔｉｏｎの別 対象例 評価の記録 

  指導力評価項目 

指 

導 

者 

コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー 

選 
択 
項 
目 

① 

月 

日 

② 

月 

日 

③ 

月 

日 

Ｐｌａｎ（企画） 

  Ⅰ 地域や外国人の状況の把握 

    １．地域の外国人の状況の把握 

      （１）地域の外国人の状況や学習者の状況を把握している             

      1) 地域の外国人の増減とその理由を把握している   ○       

      2) 学習者がこれまでに日本語学習をどの程度行っているか把握している ○ ○       

      3) 学習者がこれまでに言語学習をどの程度行っているか把握している ○ ○       

      4) 学習者の年齢，職業，家族形態などを把握している ○ ○       

      5) 
学習者の学習環境（辞書やオーディオ機器・PCなどを所有しているか，日本語学習に協力してくれる人はいるか，どの程度日本語学習に時間を
割けるかなど）を把握している 

○ ○       

      6) 学習者の使用言語とその使用場面，日本語でのやり取りが求められる場面を把握している ○ ○       

      （２）学習者のニーズを把握している             

      7) 
学習者が生活面で課題として抱えていることを「今できないと困ること」「今できるようになりたいこと」「今後できるようになりたいこと」「いつかでき
るようになりたいこと」に分類するなどし把握している 

○ ○       

      8) 学習者が求める教室活動の方法や教材などを適切な方法で把握している ○ ○       

    ２．地域のリソース等の把握 

指導力評価項目一覧      役割として必要な項目を選択して、 

 （113項目）            チェックシートを作成する。 

    指導力評価④ （p.22～） ハンドブック p.18 
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●日本語指導力ポートフォリオ 
 

 

○指導力評価に関する 

  チェックシートについて 

 

 

○日本語教育プログラムの 

  実践の記録について 

 

 

○研修受講の記録について 

 

  

日本語指導力 
ポートフォリオ 

 

    指導力評価⑤ （p.18,19） 

●こんな風に役立ててください 

 一人でじっくりと自分の実践を振り返る時間も大事
ですが，チェックシートや研修受講の記録を見せ合
い，お互いに気付いたことについて意見交換をしたり，
指導力の向上の役に立ったことについて情報交換し
たりすることも有益です。 

 

 さらに，個々人の指導力の向上だけでなく，日本語
教育プログラムの点検や改善にも役立ててください。 

 

    指導力評価⑥ ハンドブック p.18 
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カリキュラム案の活用について 

考えてみよう！ 

 

カリキュラム案５点セットの活用 

●こんな形で使ってください 
 

 ①日本語教室を立ち上げる 
 

 ②日本語教室の活動を見直す 
 

 ③教材を作る 
 

 ④人材を育成する 
 

 ⑤地域とつながる 

 

 ☞実践のためのお助け早見表 

 

  

ハンドブック p.19～26 

ハンドブック p.29～32 
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活動の目標 
生活上の行為 

学習者の状況 
生活課題・ニーズ 
 

協力者との協働 

カリキュラム案 

対話の促進 

能力評価 

指導力 

評価 

ガイドブック 
（多言語版） 

    カリキュラム案５点セットの活用 

ハンドブック 

地域の 

外国人 教室の設置 
 

地域の状況 
リソース 

 

教材例集 

カリキュラム案 ５点セットの活用 

 ⇒グループ内で共有・整理 
   

 ⇒グループ間で共有 

①なるほど…納得したこと 
 

②どうなの…疑問に思っ
たこと 

 

③使えそう…やってみたい
と思ったこと 
    

 →何に，何を，どう使う 
 

A3横置き 
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５点セットについて， 
もっと詳しく知りたい！ 

 どうすればいい？ 

 ハンドブック p.34 

第一分科会へのご参加、ありがとうございました。 


